
川

西

２

区

域

名

第

二

千

四

百

四

十

五

号

平
成
二
十
五
年
五
月
十
七
日

次
に
掲
げ
る
土
地
に
存
す
る
標
柱
一
号
か
ら
九
号
ま
で
を
順
次
結
ん
だ
線
及

び
標
柱
一
号
と
九
号
を
結
ん
だ
線
に
囲
ま
れ
た
土
地
の
区
域(

次
の
図
に
示
す

と
お
り
と
す
る
。)

大
垣
市
上
石
津
町
一
之
瀬

字
多
仁

三
六
八
番
四

一
号

三
六
八
番
一

二
号

五
二
五
番
一

三
号

五
二
四
番
六

四
号

五
二
七
番
一

五
号

五
二
三
番
一

六
号
及
び
七
号

五
二
二
番
一

八
号

三
六
八
番
七

九
号

区

域

(

金
曜
日)

目

次

告

示

○
急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域
の
指
定

(

砂

防

課)

三
三
五
ペ
ー
ジ

○
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
の
指
定
解
除

(

同

)

三
三
六

○
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
の
指
定

(

同

)

三
三
六

○
保
安
林
の
指
定
予
定

(

郡
上
農
林
事
務
所)

三
三
六

公

示

○
落
札
者
等
に
関
す
る
公
示

(

情
報
企
画
課)

三
三
七

○
毒
物
劇
物
取
扱
者
試
験
の
実
施

(
薬
務
水
道
課)

三
三
七

○
指
定
管
理
者
の
変
更
の
届
出
に
関
す
る
公
示

(
地
域
産
業
課)

三
三
九

○
大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出
に
関
す
る
件

(

商
業
流
通
課)

三
三
九

○
指
定
管
理
者
の
変
更
の
届
出
に
関
す
る
公
示

(

畜

産

課)

三
四
〇

○
土
地
改
良
事
業
の
工
事
の
完
了

(

農
地
整
備
課)

三
四
〇

○
岐
阜
県
林
業
労
働
力
確
保
支
援
セ
ン
タ
ー
の
指
定

(

森
林
整
備
課)
三
四
〇

○
土
地
改
良
区
役
員
の
退
任
及
び
就
任

(

飛�
農
林
事
務
所)
三
四
〇

正

誤

○
建
築
基
準
法
に
基
づ
く
道
路
の
位
置
指
定
中
訂
正

(

建
築
指
導
課)

三
四
二

告

示

岐
阜
県
告
示
第
二
百
七
十
六
号

急
傾
斜
地
の
崩
壊
に
よ
る
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律(

昭
和
四
十
四
年
法
律
第
五
十
七
号)

第
三

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項

の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
五
年
五
月
十
七
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

(
｢

次
の
図｣
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
岐
阜
県
県
土
整
備
部
砂
防
課
、
岐
阜
県
大
垣
土
木
事
務

所
及
び
大
垣
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)
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○

○

岐

阜

県

公

報

毎
週

(

火
曜
日

金
曜
日)

発
行

(

休
日
に
当
た
る

と
き
は
翌
日)

平
成
二
十
五
年
五
月
十
七
日



間

吹

３

区

域

名

次
に
掲
げ
る
土
地
に
存
す
る
標
柱
一
号
か
ら
六
号
ま
で
を
順
次
結
ん
だ
線
及

び
標
柱
一
号
と
六
号
を
結
ん
だ
線
に
囲
ま
れ
た
土
地
の
区
域(

次
の
図
に
示
す

と
お
り
と
す
る
。)

関
市
中
之
保

字
上
屋
敷
道
上
エ

四
五
二
九
番
二

一
号

四
四
九
一
番

二
号

四
四
八
七
番
一
の
一

三
号

四
四
八
六
番
一

四
号

四
四
八
六
番
五

五
号

四
五
一
二
番
一

六
号

区

域

市
原
台
団
地

区
域
の
名
称

市
原
台
団
地

区
域
の
名
称

瑞
浪
市
土
岐
町
字
平
畑

区

域

の

所

在

地

瑞
浪
市
土
岐
町
字
平
畑

区

域

の

所

在

地

次
の
図
の
と
お
り

区
域
の
表
示
及

び
建
築
物
に
作

用
す
る
と
想
定

さ
れ
る
衝
撃
に

関
す
る
事
項

次
の
図
の
と
お
り

区
域
の
表
示
及

び
建
築
物
に
作

用
す
る
と
想
定

さ
れ
る
衝
撃
に

関
す
る
事
項

急
傾
斜
地
の
崩
壊

土
砂
災
害
の
発
生

原
因
と
な
る
自
然

現
象
の
種
類

急
傾
斜
地
の
崩
壊

土
砂
災
害
の
発
生

原
因
と
な
る
自
然

現
象
の
種
類

岐
阜
県
告
示
第
二
百
七
十
七
号

急
傾
斜
地
の
崩
壊
に
よ
る
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律(

昭
和
四
十
四
年
法
律
第
五
十
七
号)

第
三

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項

の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
五
年
五
月
十
七
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

(
｢

次
の
図｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
岐
阜
県
県
土
整
備
部
砂
防
課
、
岐
阜
県
美
濃
土
木
事
務

所
及
び
関
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

岐
阜
県
告
示
第
二
百
七
十
八
号

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律(

平
成
十
二
年
法
律

第
五
十
七
号)

第
八
条
第
八
項
の
規
定
に
よ
り
、
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
の
指
定(

平
成
二
十
一
年

岐
阜
県
告
示
第
三
百
五
十
二
号)

の
う
ち
、
次
の
区
域
の
指
定
を
解
除
す
る
の
で
、
同
条
第
九
項
に
お

い
て
準
用
す
る
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
五
年
五
月
十
七
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

(
｢

次
の
図｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
岐
阜
県
県
土
整
備
部
砂
防
課
、
岐
阜
県
多
治
見
土
木
事

務
所
及
び
瑞
浪
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

岐
阜
県
告
示
第
二
百
七
十
九
号

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律(

平
成
十
二
年
法
律

第
五
十
七
号)

第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る

の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
五
年
五
月
十
七
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

(｢

次
の
図｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
岐
阜
県
県
土
整
備
部
砂
防
課
、
岐
阜
県
多
治
見
土
木
事

務
所
及
び
瑞
浪
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

岐
阜
県
告
示
第
二
百
八
十
号

森
林
法(
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号)

第
二
十
五
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
森
林
を
保
安
林
に
指
定
す
る
予
定
で
あ
る
の
で
、
同
法
第
三
十
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
告
示

す
る
。
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平
成
二
十
五
年
五
月
十
七
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

郡
上
市
高
鷲
町
鮎
立
字
猪
首
二
九
四
一

二

指
定
の
目
的

落
石
の
危
険
の
防
止

三

指
定
施
業
要
件

一�
立
木
の
伐
採
の
方
法

１

主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

２

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
が
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る

市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

３

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

二�
立
木
の
伐
採
の
限
度

次
の
と
お
り
と
す
る
。

(
｢

次
の
と
お
り｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
岐
阜
県
郡
上
農
林
事
務
所
及
び
郡
上
市
役
所

に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

公

示

○
落
札
者
等
に
関
す
る
公
示

岐
阜
県
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
規
則(

平
成
七
年
岐
阜
県
規
則
第

百
二
十
号)

第
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
落
札
者
等
に
つ
い
て
公
示
す
る
。

平
成
二
十
五
年
五
月
十
七
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

１
特
定
役
務
の
名
称
及
び
数
量
電
子
メ
ー
ル
及
び
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
接
続
シ
ス
テ
ム
等
の
再
構
築

及
び
賃
貸
借
・
運
用
保
守
業
務
委
託
一
式

２
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続
総
合
評
価
一
般
競
争
入
札

３
入
札
公
告
を
行
っ
た
日
平
成
25年
２
月
８
日

４
落
札
者
を
決
定
し
た
日
平
成
25年
４
月
23日

５
落
札
者
の
住
所
及
び
氏
名
愛
知
県
名
古
屋
市
西
区
牛
島
町
６
―
１

株
式
会
社
日
立
ソ
リ
ュ
ー
シ
ョ
ン
ズ
中
部
支
社

中
部
営
業
本
部
第
１
部
長
庄
原
哲
夫

６
落
札
金
額
262,499,958円

７
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

�
部
局
の
名
称
岐
阜
県
総
合
企
画
部
情
報
企
画
課

�
所
在
地
岐
阜
市
薮
田
南
２
丁
目
１
番
１
号

○
毒
物
劇
物
取
扱
者
試
験
の
実
施

毒
物
及
び
劇
物
取
締
法(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
三
百
三
号)

第
八
条
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る

毒
物
劇
物
取
扱
者
試
験
を
次
の
と
お
り
実
施
し
ま
す
の
で
、
毒
物
及
び
劇
物
取
締
法
施
行
規
則(

昭
和

二
十
六
年
厚
生
省
令
第
四
号
。
以
下｢

施
行
規
則｣

と
い
う
。)

第
八
条
の
規
定
に
よ
り
公
示
し
ま
す
。

平
成
二
十
五
年
五
月
十
七
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

試
験
の
日
時

平
成
二
十
五
年
八
月
二
十
一
日(

水)

午
後
一
時
三
十
分
か
ら
午
後
三
時
三
十
分
ま
で

二

試
験
の
場
所

岐
阜
市
三
田
洞
東
五
丁
目
六
番
地
一
号

岐
阜
薬
科
大
学
三
田
洞
キ
ャ
ン
パ
ス

三

試
験
の
種
類

次
の
う
ち
い
ず
れ
か
一
つ
を
選
ん
で
受
験
し
て
く
だ
さ
い
。

１

一
般
毒
物
劇
物
取
扱
者
試
験

２

農
業
用
品
目
毒
物
劇
物
取
扱
者
試
験

３

特
定
品
目
毒
物
劇
物
取
扱
者
試
験

四

試
験
科
目

１

筆
記
試
験

一�
毒
物
及
び
劇
物
に
関
す
る
法
規
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二�
基
礎
化
学

三�
毒
物
及
び
劇
物
の
性
質
及
び
貯
蔵
そ
の
他
取
扱
方
法(

た
だ
し
、
農
業
用
品
目
毒
物
劇
物
取

扱
者
試
験
に
あ
っ
て
は
施
行
規
則
別
表
第
一
に
掲
げ
る
毒
物
及
び
劇
物
、
特
定
品
目
毒
物
劇
物

取
扱
者
試
験
に
あ
っ
て
は
施
行
規
則
別
表
第
二
に
掲
げ
る
劇
物
に
限
る
。)

２

実
地
試
験(
筆
記
に
よ
り
実
施)

毒
物
及
び
劇
物
の
識
別
及
び
取
扱
方
法(

た
だ
し
、
農
業
用
品
目
毒
物
劇
物
取
扱
者
試
験
に
あ
っ

て
は
施
行
規
則
別
表
第
一
に
掲
げ
る
毒
物
及
び
劇
物
、
特
定
品
目
毒
物
劇
物
取
扱
者
試
験
に
あ
っ

て
は
施
行
規
則
別
表
第
二
に
掲
げ
る
劇
物
に
限
る
。)

五

出
願
書
類

１

受
験
願
書(

氏
名
の
記
載
に
当
た
っ
て
は
、
本
人
の
署
名
又
は
記
名
押
印
に
よ
る
こ
と
。)

一
通

２

写
真(

出
願
前
三
か
月
以
内
に
正
面
か
ら
撮
影
し
た
上
半
身
、
無
帽
、
無
背
景
の
縦
の
長
さ
四
・

五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
横
の
長
さ
三
・
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
写
真
で
、
そ
の
裏
面
に
氏
名
及
び

生
年
月
日
を
記
載
し
た
も
の)

一
枚

六

受
験
手
数
料

一
万
五
百
円
に
相
当
す
る
額
の
岐
阜
県
収
入
証
紙
を
受
験
願
書
に
貼
り
付
け
、
納
入
し
て
く
だ
さ

い(

消
印
し
な
い
こ
と
。)

。

七

願
書
受
付
期
間

平
成
二
十
五
年
六
月
十
日(

月)

か
ら
六
月
二
十
一
日(

金)

ま
で
の
午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午

後
五
時
十
五
分
ま
で(

た
だ
し
、
土
曜
日
及
び
日
曜
日
を
除
く
。)

八

願
書
受
付
場
所

１

県
立
保
健
所(

保
健
所
に
置
か
れ
る
事
務
所
を
含
む
。
以
下
同
じ
。)

２

岐
阜
県
健
康
福
祉
部
薬
務
水
道
課

九

郵
送
に
よ
る
受
験
願
書
の
受
付

１

願
書
郵
送
受
付
期
間

平
成
二
十
五
年
六
月
十
日(

月)

か
ら
六
月
二
十
一
日(

金)

ま
で
の
消
印
の
あ
る
も
の
に
限

り
ま
す
。

２

願
書
送
付
先

〒
五
〇
〇
―
八
五
七
〇

岐
阜
市
薮
田
南
二
―
一
―
一

岐
阜
県
健
康
福
祉
部
薬
務
水
道
課

３

願
書
郵
送
方
法

出
願
書
類
に
つ
い
て
は
、｢

五

出
願
書
類｣

の
と
お
り
で
す
。

出
願
書
類
は
角
形
二
号
の
封
筒
に
入
れ
、
封
筒
に
は｢

毒
物
劇
物
取
扱
者
試
験
受
験
願
書
在
中｣

と
朱
書
き
し
、
簡
易
書
留
に
よ
り
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

ま
た
、
一
つ
の
封
筒
に
入
れ
る
こ
と
が
で
き
る
出
願
書
類
は
一
件
で
す
。

十

受
験
票
の
送
付

受
験
者
に
対
し
て
、
平
成
二
十
五
年
八
月
二
日(

金)

ま
で
に
岐
阜
県
健
康
福
祉
部
薬
務
水
道
課

か
ら
直
接
受
験
票
を
送
付
し
ま
す
。

十
一

合
格
発
表

平
成
二
十
五
年
九
月
二
十
日(

金)

午
前
十
時

試
験
合
格
者
の
受
験
番
号
を
県
庁
及
び
県
立
保
健
所
の
掲
示
板
並
び
に
岐
阜
県
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

に
掲
示
す
る
ほ
か
、
合
格
者
に
は
合
格
証
を
送
付
し
ま
す
。

岐
阜
県
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ(

薬
務
水
道
課)

http://w
w
w
.pref.gifu.lg.jp/soshiki/kenko-fukushi/yakum

u/

十
二

試
験
結
果
の
提
供

毒
物
劇
物
取
扱
者
試
験
に
つ
い
て
は
、
次
の
と
お
り
試
験
の
結
果
を
受
験
者
に
提
供
し
ま
す
。

１

提
供
す
る
試
験
結
果

毒
物
劇
物
取
扱
者
試
験
の
総
合
得
点
及
び
科
目
別
得
点

２

提
供
期
間

平
成
二
十
五
年
九
月
二
十
日(

金)

か
ら
十
月
十
八
日(

金)

ま
で(

た
だ
し
、
土
曜
日
、
日

曜
日
及
び
祝
日
を
除
く
。)

午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
五
時
十
五
分
ま
で(

た
だ
し
、
平
成
二
十
五
年
九
月
二
十
日(

金)

に
あ
っ
て
は
、
午
前
十
時
か
ら
午
後
五
時
十
五
分
ま
で)

３

提
供
す
る
場
所

情
報
公
開
・
個
人
情
報
総
合
窓
口(

県
庁
二
階)

及
び
県
立
保
健
所
の
特
別
窓
口

４

提
供
を
受
け
る
た
め
に
必
要
な
書
類

試
験
結
果
の
提
供
を
受
け
る
た
め
に
は
、
本
人
確
認
が
で
き
る
次
の
書
類
が
必
要
で
す
。

一�
受
験
票

二�
運
転
免
許
証
、
旅
券
、
健
康
保
険
の
被
保
険
者
証
そ
の
他
受
験
者
本
人
で
あ
る
こ
と
を
確
認

で
き
る
書
類
の
う
ち
い
ず
れ
か
一
つ

十
三

問
い
合
わ
せ
先

岐
阜
県
健
康
福
祉
部
薬
務
水
道
課(

電
話
〇
五
八
―
二
七
二
―
八
二
八
五)

岐
阜
保
健
所
生
活
衛
生
課(

電
話
〇
五
八
―
三
八
〇
―
三
〇
〇
三)
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岐
阜
保
健
所
本
巣
・
山
県
セ
ン
タ
ー
生
活
衛
生
課(

電
話
〇
五
八
―
二
一
三
―
七
二
六
八)

西
濃
保
健
所
生
活
衛
生
課(

電
話
〇
五
八
四
―
七
三
―
一
一
一
一
内
線
二
六
八)

西
濃
保
健
所
揖
斐
セ
ン
タ
ー
生
活
衛
生
課(

電
話
〇
五
八
五
―
二
三
―
一
一
一
一
内
線
二
六
一)

関
保
健
所
生
活
衛
生
課(

電
話
〇
五
七
五
―
三
三
―
四
〇
一
一
内
線
三
五
七)

関
保
健
所
郡
上
セ
ン
タ
ー
生
活
衛
生
課(

電
話
〇
五
七
五
―
六
七
―
一
一
一
一
内
線
三
五
二)

中
濃
保
健
所
生
活
衛
生
課(

電
話
〇
五
七
四
―
二
五
―
三
一
一
一
内
線
三
五
五)

東
濃
保
健
所
生
活
衛
生
課(

電
話
〇
五
七
二
―
二
三
―
一
一
一
一
内
線
三
五
七)

恵
那
保
健
所
生
活
衛
生
課(
電
話
〇
五
七
三
―
二
六
―
一
一
一
一
内
線
二
五
五)

飛�
保
健
所
生
活
衛
生
課(
電
話
〇
五
七
七
―
三
三
―
一
一
一
一
内
線
三
二
〇)

飛�
保
健
所
下
呂
セ
ン
タ
ー
生
活
衛
生
課(

電
話
〇
五
七
六
―
五
二
―
三
一
一
一
内
線
三
五
三)

○
指
定
管
理
者
の
変
更
の
届
出
に
関
す
る
公
示

セ
ラ
ミ
ッ
ク
パ
ー
ク
Ｍ
Ｉ
み

Ｎ
Ｏ
の

条
例(

平
成
十
三
年
岐
阜
県
条
例
第
三
十
二
号)

第
十
条
第
五
項
の

規
定
に
よ
り
、
セ
ラ
ミ
ッ
ク
パ
ー
ク
Ｍ
Ｉ

み

Ｎ
Ｏ
の

に
係
る
指
定
管
理
者
か
ら
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、

同
条
例
第
十
六
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
五
年
五
月
十
七
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

変
更
の
あ
っ
た
事
項

指
定
管
理
者
の
名
称

(

変
更
前)

財
団
法
人
セ
ラ
ミ
ッ
ク
パ
ー
ク
美
濃

(

変
更
後)

公
益
財
団
法
人
セ
ラ
ミ
ッ
ク
パ
ー
ク
美
濃

二

変
更
年
月
日

平
成
二
十
五
年
四
月
一
日

○
大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出
に
関
す
る
件

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法(

平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号)

第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
大
規
模

小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
次
の
と
お
り
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五

条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
変
更
届
出
書
等
は
平
成
二
十
五
年
五
月
十
七
日
か
ら
四
月
間
岐
阜
県
商
工
労
働
部
商
業

流
通
課
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

ま
た
、
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
が
そ
の
周
辺
の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配

慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
こ
の
公
示
の
日
か
ら
四
月
以
内
に
岐
阜
県
に
対
し
意

見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

平
成
二
十
五
年
五
月
十
七
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

届
出
年
月
日

平
成
二
十
五
年
五
月
七
日

二

届
出
者
の
氏
名
又
は
名
称

ゲ
ン
キ
ー
株
式
会
社

三

建
物
の
名
称
及
び
所
在
地

ゲ
ン
キ
ー
田
之
上
店

瑞
穂
市
田
之
上
字
倉
町
二
三
七
番
一

外

四

変
更
し
た
事
項

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称

(

変
更
前)

ゲ
ン
キ
ー
巣
南
店

(

変
更
後)

ゲ
ン
キ
ー
田
之
上
店

○
大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出
に
関
す
る
件

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法(

平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号)

第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
大
規
模

小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
次
の
と
お
り
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五

条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
変
更
届
出
書
等
は
平
成
二
十
五
年
五
月
十
七
日
か
ら
四
月
間
岐
阜
県
商
工
労
働
部
商
業

流
通
課
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

ま
た
、
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
が
そ
の
周
辺
の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配

慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
こ
の
公
示
の
日
か
ら
四
月
以
内
に
岐
阜
県
に
対
し
意

見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

平
成
二
十
五
年
五
月
十
七
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇
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公
益
社
団
法
人
岐
阜

県
森
林
公
社

名

称

県
営
中
山
間
地
域
総
合
整

備
事
業

事

業

の

種

類美
濃
市
生
櫛
一
六
一

二
番
地
二

住

所

郡

上

東

部

地

区

(

農
業
用
道
路
整
備)

郡

上

東

部

地

区

(

農
業
用
用
排
水
施
設
整
備)

施
行
に
係
る
地
区
名

同

上

事
務
所
の
所
在
地

平
成
二
三
・
一
一
・
一
八

平
成
二
五
・

三
・
二
二

工
事
完
了
年
月
日

平
成
二
十
五
年
四
月
一
日

指
定
年
月
日

一

届
出
年
月
日

平
成
二
十
五
年
四
月
二
十
六
日

二

届
出
者
の
氏
名
又
は
名
称

三
井
住
友
信
託
銀
行
株
式
会
社

三

建
物
の
名
称
及
び
所
在
地

モ
レ
ラ
岐
阜

本
巣
市
三
橋
字
糸
貫
川
通
一
一
〇
〇
番
一

外

四

変
更
し
よ
う
と
す
る
事
項

駐
車
場
の
位
置
及
び
収
容
台
数

(

変
更
前)

四
九
五
八
台

(

変
更
後)

四
三
五
三
台

駐
車
場
の
自
動
車
の
出
入
口
の
数
及
び
位
置

(

変
更
前)

一
〇
箇
所

(

変
更
後)

九
箇
所

○
指
定
管
理
者
の
変
更
の
届
出
に
関
す
る
公
示

岐
阜
県
家
畜
育
成
牧
場
の
設
置
、
管
理
及
び
使
用
料
に
関
す
る
条
例(
昭
和
四
十
八
年
岐
阜
県
条
例

第
三
十
四
号)

第
六
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
、
岐
阜
県
東
濃
牧
場
及
び
岐
阜
県
飛�
牧
場
に
係
る
指

定
管
理
者
か
ら
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
例
第
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
示

す
る
。平

成
二
十
五
年
五
月
十
七
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

変
更
の
あ
っ
た
事
項

指
定
管
理
者
の
名
称

(

変
更
前)

社
団
法
人
岐
阜
県
農
畜
産
公
社

(

変
更
後)

一
般
社
団
法
人
岐
阜
県
農
畜
産
公
社

二

変
更
年
月
日

平
成
二
十
五
年
四
月
一
日

○
土
地
改
良
事
業
の
工
事
の
完
了

次
の
県
営
土
地
改
良
事
業
の
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九

十
五
号)

第
百
十
三
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
五
年
五
月
十
七
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

○
岐
阜
県
林
業
労
働
力
確
保
支
援
セ
ン
タ
ー
の
指
定

林
業
労
働
力
の
確
保
の
促
進
に
関
す
る
法
律(

平
成
八
年
法
律
第
四
十
五
号)

第
十
一
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
次
の
法
人
を
岐
阜
県
林
業
労
働
力
確
保
支
援
セ
ン
タ
ー
と
し
て
指
定
し
た
の
で
、
同
条
第

二
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
五
年
五
月
十
七
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

○
土
地
改
良
区
役
員
の
退
任
及
び
就
任

土
地
改
良
法(
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

通
り
土
地
改
良
区
の
役
員
が
退
任
及
び
就
任
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
十
七
項
の
規
定

に
よ
り
公
示
す
る
。
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平
成
二
十
五
年
五
月
十
七
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

退
任
し
た
役
員

土

地

改
良
区
名

退

任

年
月
日

役
名

氏

名

住

所

上
野
平
土

地
改
良
区

平
成
��･�･��
理
事
長

溝

端

勘

二

高
山
市
松
本
町

一
三
九
七
番
地
一

副
理
事
長

熊

崎

良

雄

同

丹
生
川
町
新
張
二
九
五
二
番
地
一
四
三

同

今

井

由

夫

同

上
野
町

一
〇
二
七
番
地
二
五

庶
務

谷

口

忠

幸

同

松
本
町

一
五
五
番
地
一

会
計

桐

山

良

一

同

松
本
町

九
九
九
番
地
一
八

理
事

森

下

正

浩

同

丹
生
川
町
新
張

四
四
三
番
地

同

矢
箟
原

実

同

三
福
寺
町

三
〇
五
番
地

同

堺

壮

一

同

丹
生
川
町
町
方

三
一
九
番
地

同

中

井

洋

一

同

上
野
町

一
一
五
八
番
地

同

木

村

弥

一

同

上
野
町

一
〇
八
九
番
地

同

小

林

研

一

同

丹
生
川
町
新
張

八
五
四
番
地

同

山

下

輝

好

同

丹
生
川
町
新
張

五
六
五
番
地

同

山

下

千

秋

同

上
野
町

六
七
〇
番
地
一
三

同

白

川

勇

同

本
母
町

四
七
〇
番
地

同

櫻

本

茂

男

同

丹
生
川
町
町
方

六
一
三
番
地
一

同

伊

藤

鈴

郎

同

丹
生
川
町
新
張
一
九
五
六
番
地
三
〇
二

同

井

口

孝

男

同

岡
本
町

四
丁
目
四
〇
三
番
地
一

総
括
監
事

稲

垣

均

同

丹
生
川
町
町
方
一
三
八
九
番
地
二

監
事

青

木

良

宏

同

上
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